
岩手県立磐井病院 面会に関する規定について 

当院では、入院されている患者さんの安全な療養環境を守り（感染拡大の防止）、患者さんとご家族

のつながりの時間を大切にするため、面会に関する規定を以下のとおり定めております。 

1. 感染状況に応じた面会基準 

当院では、地域の新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等の感染状況に応じて、面会基準を

変更しております。現在の運用状況（通常時か、面会制限時か）につきましては、院内掲示およびホー

ムページにてお知らせいたします。 

項目 通常時 面会制限時 

面会対象者 制限なし 原則として 

同居するご家族のみ（※1） 

面会時間 14:00 ～ 16:00 

時間・回数制限 1 患者につき 1日 1回、15 分以内 

面会人数 2 名まで 

年齢制限 中学生以上 18 歳以上（高校生不可） 

面会できない方 ・かぜ症状（発熱・咳など）のある方 

・下痢、嘔吐症状のある方 

・同居家族に新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等に

感染している方 

（※1）感染拡大防止のため、面会制限期間中は、遠方からお越しいただいた場合であっても、条件を

満たさない場合はご面会をご遠慮いただく場合がございます。入院患者さんを感染から守るための措置

ですのでご了承ください。 

  



2. 面会時の手順と感染対策のお願い 

院内での感染を防ぐため、面会に来られた皆様には以下の手順と対策へのご協力をお願いしており

ます。 

1. マスクの着用：来院時からお帰りになるまで、常にマスク（不織布マスクを推奨）の着用をお願いい

たします。 

2. 面会のお申し込み：1 階エレベーターホールにて「面会届出用紙」に必要事項をご記入ください。 

3. 許可証の着用：発行された「面会許可証」を、服の見える位置にご着用の上、病棟へお上がりくだ

さい。 

4. 手指の消毒：病室に入られる直前に、入口に備え付けの消毒液でしっかりと手指を消毒してくださ

い。 

 

3. 荷物（洗濯物など）の受け渡しについて 

入院患者さんへのお荷物の受け渡しは、以下の時間と場所で承っております。 

● 面会にお越しの場合 

直接、各病棟へお持ちください。 

● 面会以外でお越しの場合 

1 階エレベーターホールにて受け渡しを行います。 

（指定の時間内にお越しいただきますようお願いいたします） 

○ 【平日】 お預かり 8:30 ～ 17:00 ／ お渡し 11:00 ～ 17:00 

○ 【土・日・祝】 受け渡し 11:00 ～ 17:00 

 

4. 緩和ケア病棟、および特例について 

［５階病棟（緩和ケア病棟）における面会について］ 

緩和ケア病棟では、患者さんとご家族の穏やかな時間を最優先に考え、一般病棟とは異なる以下の

対応とさせていただいております。 

● 面会時間の制限は設けておりません。 

● 夜間（午後 9 時～午前 7 時）の面会につきましては、スタッフステーションへお声がけください。 

● ご希望の方は、病棟スタッフへお気軽にお知らせください。 

（※ただし、大規模な感染症流行時などは、状況に応じて変更をお願いする場合がございます。） 

［３西病棟（産婦人科、小児科）における面会について］ 

3 西病棟につきましては、一般病棟と面会方法が異なる場合がございます。詳しくは病棟のスタッフ

へお尋ねください。 

  



［特別な事情がある場合の面会］ 

以下のような場合には、医師や病棟責任者の判断により特例として面会いただける場合がございま

す。 

● 病院側から病状説明などで来院をお願いした場合 

● 患者さんの状態が重篤である場合 

● 手術や検査の当日における付き添いや待機の場合 

● 退院時や転院時の付き添いの場合 

● その他、療養上特に家族の付き添いが必要と医師が判断した場合 

 

5. 本規定の見直しについて 

本規定は、地域における感染症の流行状況や、国・県の指針、最新の知見に基づき、院内感染予防

対策委員会の協議を経て、定期的に内容の評価と見直しを行ってまいります。 

予告なく対応を変更（面会の全面禁止等を含む）する場合がございますが、すべては患者さんの生

命と療養環境を維持するための措置です。皆様の温かいご理解とご協力を重ねてお願い申し上げま

す。 

（令和８年５月 14 日 施行） 

岩手県立磐井病院 病院長 


